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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

上下水道局 上下水道総務課 

許認可等の内容 農業集落排水処理施設使用料及び手数料減免申請に対する決定 

根拠法令等及び条項 栃木市農業集落排水処理施設の設置等に関する条例第１４条 

標

準

処

理

期

間 

根拠条項 未設定 

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

標準処理期間 日 

審

査

基

準 

根拠条項 栃木市農業集落排水処理施設の設置等に関する条例第１４条 

参考事項  

設定等年月日 
平成２２年 ３月２９日設定 

平成３０年 ４月 １日最終変更 

【 基 準 】 

１ 管理者が、公益上その他特別の理由があると認めたとき 

 

  


